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業 務 説 明 資 料  

 

本説明書に記載した内容には、現在検討中のものも含まれるため、本プロポーザルのみの

設定条件とし、将来の業務実施の条件となるものではありません。 

 

１ 件 名 

国際園芸博覧会輸送アクセス検討業務委託 

 

２ 履行期限 

令和２年３月 27 日 

 

３ 履行場所 

旧上瀬谷通信施設（瀬谷区北町ほか）及び周辺地域 

 

４ 業務の概要 

（１）業務の背景 

横浜市では、平成 27 年６月に米軍から返還された旧上瀬谷通信施設において、都市基

盤整備の促進、地域の知名度やイメージの向上、さらには国内外の先導的なまちづくり

に寄与するため、国際園芸博覧会の招致検討を進めています。 

国際園芸博覧会は、国際的な園芸文化の普及や花と緑のあふれる暮らし、地域・経済の

創造や社会的な課題解決への貢献を目的に開催されています。 

平成 29 年６月に設置した有識者による「旧上瀬谷通信施設における国際園芸博覧会招

致検討委員会」における審議とともに、地権者の皆様をはじめ市民・企業等の皆様からご

意見をいただき、30 年３月に本市としての基本構想案を策定しました。また、30 年度実

施の委託ではアンケート調査をもとに交通分担率等の検討を行いました。 

 

○参考：国際園芸博覧会の招致（横浜市 HP） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/shochi/top.html 

○参考：旧上瀬谷通信施設の土地利用（横浜市 HP） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/kichi/beigun/atochi-kamiseya.html 

 

（２）業務の目的 

本業務は基本構想案等や 30 年度に実施した委託の成果等を踏まえ、旧上瀬谷通信施設

における国際園芸博覧会の交通輸送についての調査及び予測を行い、関係者との調整や

課題等に関する検討を行った上で輸送アクセスについて、深度化を図ることを目的とし

ます。 

 

（３）留意事項 

旧上瀬谷通信施設に関しては、政策局、環境創造局、都市整備局、道路局、旭区、瀬谷

区等において、土地利用の具体化に向けた検討を並行して進めており、業務の実施にあ

たっては、密接に連携して取り組むことが必要です。 
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５ 業務内容 

（１）来場者数予測（来場者予測シミュレーション ３パターン程度） 

  ア 地域別来場者数 

     交通条件等の諸条件から、全国から会場までの距離や所要時間を勘案して、想定

される地域別来場者数の予測を行います。 

 イ 日別来場者数 

     地域別来場者数予測から日別来場者数の予測を行います。  

ウ 日別・交通機関別来場者数 

     地域別来場者数予測、日別来乗車数予測等から交通機関別来場者数の予測を行い

ます。 

   エ 入場・退場・滞留のモデルパターン 

     想定される来場者数から時間帯別の入場・退場・滞留者数のモデルパターンの検

討を行います。 

   オ 路線別来場者数 

     自家用車の来場方面別の路線別来場者数の予測を行います。 

 

(２) 輸送アクセスの検討 

   来場者数予測をもとに輸送アクセスについての検討を行います。 

   ア 日別駐車場台数・配置の検討 

日別の必要駐車場台数の予測を行い、博覧会時に必要となる駐車場規模（台数、

面積等）を算出し、配置計画の検討を行います。 

   イ シャトルバスの運行計画の検討 

周辺駅及びターミナル駅等、既存公共交通機関の施設状況や運行状況等を踏ま

え、また、関係機関と調整のうえ、博覧会開催時におけるシャトルバスの乗降場

等の計画を含む、運行計画の検討を行います。必要に応じて各駅等の現地調査を

行います。 

   ウ 問題点、課題等の抽出及びその対策の検討 

     課題やその他交通輸送の問題点、課題等を抽出し、その対策について検討を行い

ます。 

    

（３）業務打合せ等  

業務を進めるにあたり、委託者と受託者で打合せ等を行います。また、必要に応じて、関

係機関へのヒアリング等を行うこととします。その際に、検討状況を取りまとめた資料作成

等を行います。（打合せ回数６回程度） 

 

（４）報告書作成 

検討結果について、報告書にとりまとめます。 
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６ 成果品 

（１） 報告書：Ａ４判・ドッジファイル製本３部 

（２） 報告書及び調査で作成した資料の電子データ（CD-R 格納） 

（Microsoft Office により編集可能なデータも併せて格納すること。） 

（３）その他、調査・検討過程の資料で委託者が必要と認めるもの 

 

７ その他 

（１）本市における施策の転換等やむを得ない事由により予定業務の発注が行われない場合

は、業務を受注できない場合があります。 

（２）業務の実施に関しては、プロポーザルの内容に係わらず、委託者と協議の上、検討を

行うこととします。 

（３）成果品については、横浜市に帰属するものとします。 


